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第１節 マンション管理適正化法
(学習内容)

分譲マンションの状況は下記の通りである。

R6(2024年度末)約713.1万戸で約1,600万人居住(R7.8月 国土交通省公表)

R7(2025年度末)約 . 万戸で約 , 万人居住(R8. 月 国土交通省公表)

R8(2026年度末)約 . 万戸で約 , 万人居住(R9. 月 国土交通省公表)

分譲マンションは権利関係の複雑さ,居住者の管理に対する関心の薄さ,計画的な修繕を実施するこ

との難しさ,マンション管理の専門的知識を持った人材の少なさ等の問題が現実としてある。こうした

現状を背景に平成13年８月に施行された法律が「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」

である。この法律では主に下記のことを定めている。

(1) マンション管理士の資格を定め,専門的知識をもって,管理組合の運営その他マンションの管理に

関し,管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ,助言,指導その他の援助を

行うこと

(2) 管理業を登録制にすること

・平成13年までは登録制ではなかったので実態把握ができなかった(金銭トラブル(管理会社や理事

の使い込み,持ち逃げ等)が多かった。そこで管理業を登録制とし,違反をすれば行政処分を課すこ

ととした(違反した管理業者を公表できるようになった)。

(3) 管理業務主任者の資格を定め, 管理業者に設置をし,管理委託契約前の重要事項説明,委託契約の

締結,受託後の管理業務の処理状況の報告等,管理業務の事務を行わせる等

【今後のマンションの問題】

築40年超のマンション戸数は下記の予想がされている。

R6(2024年末)約148万戸 (2034年末)約293.2万戸 (2044年末)約482.9万戸(R7.8月 国土交通省公表)

R7(2025年末)約 . 万戸 (2035年末)約 . 万戸 (2045年末)約 . 万戸(R8. 月 国土交通省公表)

R8(2026年末)約 . 万戸 (2036年末)約 . 万戸 (2046年末)約 . 万戸(R9. 月 国土交通省公表)

近年では建て替えをするマンションもある。

R7(2025.3月末時点)累計323件 約26,000戸(R7.8月 国土交通省公表)

R8(2026.3月末時点)累計 件 約 , 戸(R8. 月 国土交通省公表)

R9(2026.3月末時点)累計 件 約 , 戸(R9. 月 国土交通省公表)

建て替えが成功しているのは主に公団の団地型マンションである。理由は,公団は敷地が広く容積に

余裕がある。建て替えを機に,例えば300戸だったマンションを1,000戸にし,700戸の売却資金で区分

所有者の負担を軽減することができるからである。しかし,民間の分譲マンションは敷地に余裕がな

く,容積もぎりぎりの物が多い。建て替えをすると区分所有者の負担が増えるので行うのが難しい。

そうすると少しでも長く優良な状態を保つ必要がある。それができないと築古マンションの空き家率

が高くなり適切な維持管理が行えず,防災や治安・衛生面等の問題が発生し,スラム化の進行が避けら

れなくなる。そして空き家住戸を抱えたマンションは,流動化のない負の資産となる恐れがある。

こうならないような提案をするのは管理業者等になるので今後益々重要な地位になると思われる。


